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第１章 総則  
 
（目的）  
第１条 この業務方法書は、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。(以下

「通則法」という。)第２８条第１項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構の業

務運営並びに財務及び会計に関する省令（平成１５年厚生労働省令第１５１号）第１

条の２の規定に基づき、独立行政法人労働政策研究・研修機構（以下「機構」という。）

の業務の方法について、基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資するこ

とを目的とする。  
 
（業務の執行）  
第２条 機構の業務は、通則法及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成１４

年１２月１３日法律第１６９号。以下「個別法」という。)並びに関係法令によるほ

か、この業務方法書に定めるところにより行う。  
 
（業務運営の基本方針）  
第３条 機構は、主務大臣の認可を受けた中期計画（当該計画を変更した場合にあって

は、変更の認可を受けた中期計画とする。）によるほか、通則法及び個別法並びに関

係法令に定めるところにより、業務の適正かつ効率的な運営を期するとともに、その

透明性の確保に努め、もって我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推

進に寄与し、労働者の福祉の増進と経済の発展に資するものとする。 
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第２章 業務の方法  

 
（業務の種類）  
第４条 機構は、個別法第１２条の規定により、次の業務を行うものとする。  

一 内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究  
二 内外の労働に関する事情及び労働政策についての情報及び資料の収集及び整理  
三 第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者及び有識

者の海外からの招へい及び海外への派遣  
四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言  
五 厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修  
六 前各号の業務に附帯する業務  

 
（共同研究）  
第５条 機構は、他の者と共同して前条第一号の業務を行うことができる。 
第６条 機構は、共同研究を行おうとするときは、その相手方と共同研究に関する契約

を締結する。  
第７条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。  

一 共同研究の目的  
二 共同研究の実施の方法  
三 共同研究の実施に係る経費  
四 知的財産権の取扱い  
五 その他必要な事項  

 
（研修生の受入れ）  
第８条 機構は、第４条第５号の業務の実施にあたっては、地方公共団体、公益法人そ

の他の団体の職員等に対する研修を行うことができる。  
２ 前項の業務を行うときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することが

できる。  
 
（研究機関等との連携・協力活動）  
第９条 機構は、第４条に掲げる業務の実施に関し、国内外の研究機関、大学等との連

携・協力を積極的に図るため、当該研究機関、大学等との間に必要な取決めを締結す

ることができる。  
 
（業務の実施方法）  
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第１０条 機構は、その業務の実施に当たっては、別に定めるところにより実施計画を

策定するとともに、その遂行状況について定期的なモニタリングを実施するものとす

る。 
２ 機構は、前項のモニタリングの結果に基づき、必要な場合には、業務の改善のため

の措置を講じるものとする。  
 
（業務の評価）  
第１１条 機構は、その業務の水準を向上させるため、調査研究、研修等についての評

価を行うものとする。  
２ 前項の評価は、機構の役職員による内部評価及び機構外の有識者による外部評価に

よって行うものとする。  
３ 機構は、第１項の評価の結果を機構の業務運営に適切に反映させるため、必要な措

置を講じるものとする。  
４ 機構は、第１項の外部評価の結果及び当該結果に基づき講じた前項の措置を公表す

るものとする。  
５ 前４項の規定の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。  
 

第３章 業務の受託及び委託  
 
（業務の受託）  
第１２条 機構は、国、地方公共団体及び公益法人その他の団体等の業務を受託できる

ものとする。  
２ 前項の受託は、個別法第１２条に掲げる業務の範囲内において行うものとする。  

 
第１３条 機構は、前条の定めるところにより、業務を受託しようとするときは、当該

業務を委託しようとする者と業務の受託に関する契約を締結するものとする。  
 
（受託契約）  
第１４条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。  

一 受託する業務の目的  
二 受託する業務の実施の方法  
三 受託する業務の実施に係る経費  
四 業務を受託するにあたっては、知的財産権の取扱い  
五 その他必要な事項  

 
（業務受託料）  
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第１５条 業務の受託料の額は、当該業務の実施に要する経費の額を考慮して定めるも

のとする。  
 
（委託契約）  
第１６条 機構は、業務の効率的実施のため、調査研究、経理等事務及び機構施設の維

持管理等の業務に付随する補助的若しくは間接的業務等を、当該業務を的確に行う能

力を有する者に委託することができる。  
２ 機構は、業務を委託しようとするときは、受託者と業務の委託に関する契約を締結

するものとする。  
 
第１７条 前条の契約においては、次の事項を定めるものとする。  

一 委託の目的  
二 委託の実施の方法  
三 委託に係る経費  
四 その他必要な事項  

 
（共同研究における特例）  
第１８条 機構は、前２条の規定にかかわらず、統括機関として全部を受託した共同研

究であって、受託に係る契約上、他の者に委託することが予定されているものについ

ては、当該共同研究の業務を委託することができるものとする。この場合において、

委託に関する契約については、第６条及び第７条の例による。  
 

第４章 契約の方法  
 
（契約方式）  
第１９条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、第２１条又は

第２２条の規定により指名競争契約又は随意契約に付することができる場合を除き、

公告して申込みをさせることにより一般競争入札により契約を締結するものとする。 
 
（一般競争）  
第２０条 機構は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事

項を公告して申込みをさせることにより行うものとする。  
一 一般競争入札に付する事項  
二 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項  
三 一般競争入札執行の日時及び場所  
四 入札保証金に関する事項  
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（指名競争）  
第２１条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、指名競争入札により契約

を締結することができるものとする。  
一 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争入札によることが

適当でないと認められるとき  
二 一般競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき  
三 契約の予定価格が少額であるとき  

 
（随意契約）  
第２２条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、随意契約によることがで

きるものとする。  
一 契約の性質又は目的により一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」と

いう。）によることが適当でないと認められるとき  
二 緊急の必要により競争入札により契約を締結することができないと認められる

とき  
三 競争入札により契約を締結することが不利と認められるとき  
四 契約の予定価格が一定額以下の少額であるとき  
五 競争入札を行った場合において、入札者がないとき  
六 競争入札を行った場合において、再度入札を行っても落札者がないとき  
七 その他、業務運営上、随意契約によることが特に必要であると認められるとき  

 
（落札）  
第２３条 競争入札は、第２０条第２号に掲げる入札資格のない者による入札又は入札

に関する条件に違反した入札を除き、予定価格の制限内の入札で最低又は最高の価格

によるものを落札とする。  
２ 同価の入札をした者が２人以上あるときは、抽選により落札者を定めなければなら

ない。  
 
（契約の解除）  
第２４条 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除しなければな

らない。ただし、契約存続が機構の利益に適合すると認められる場合は、この限りで

ない。  
一 正当な理由がなく契約期間内に履行を完了しなかったとき、又は履行完了の見込

みがないとき  
二 契約の履行につき不正行為があったとき  
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三 前２号に掲げるもののほか、機構の都合により必要と認められるとき  
２ 機構は、前項の規定により契約を解除したときは、遅滞なく相手方に通知しなけれ

ばならない。  
 
（契約の特例）  
第２５条 １９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協定（平成

７年条約第２３号）、２０１２年３月３０日ジュネーブで作成された政府調達に関す

る協定を改正する議定書によって改正された協定（以下「改正協定」という。）、その

他の国際約束を実施するため機構の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるも

のに関する事務の取扱いについては、別に定める。  
 
（会計規程への委任）  
第２６条 この章に定めるもののほか、入札保証金その他の機構が行う契約に関して必

要な事項は、通則法第４９条の規定による規程で定める。  
 

第５章 業務の成果の普及等の方法  
 
（国等への協力）  
第２７条 機構は、国、地方公共団体、公益法人及び営利法人その他の団体等の求めに

応じて、その団体等の設置する委員会等に役職員を参画させることができる。  
 
（成果の普及） 
第２８条 機構は、次の各号に掲げる方法により、業務の成果の普及を図るものとする。 

一 業務の成果に関するフォーラム等を開催すること  
二 業務の成果に関する報告書等を作成し、これを提供すること  
三 業務の成果を機構のホームページに掲載して、提供すること  
四 業務の成果の蓄積に基づく教育講座を行うこと。 
五 その他事例に応じて最も適当と認められる方法  

２ 前項の業務を行うときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収することが

できる。  
 
（知的財産権の確立等）  
第２９条 機構は、その保有する知的財産権の実施を許諾し、又は譲渡すること等によ

り、研究成果の普及を効果的に推進する。  
２ 機構は、前項の業務を実施するために、次の事項を定めなければならない。 

一 知的財産権の実施を許諾するための基準  
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二 知的財産権の譲渡をするための基準  
三 その他必要な事項  

 
３ 機構は、許諾又は実施にあたっては、適正な対価を徴収することができる。  
 

第６章 施設等の貸与  
 
第３０条 機構は、機構の業務の実施に支障がない範囲において、別に定めるところに

より、機構の施設等の一部を他の者に貸与することができるものとする。 
２ 前項の貸与を実施するときは、別に定めるところにより、適正な対価を徴収するこ

とができる。  
 

第７章 業務運営に関する事項の公表の方法  
 
第３１条 機構は、別に定めるところにより、機構の業務運営に関する重要な事項につ

いて、官報への公告、機構ホームページへの掲載その他当該事項の性質により適当と

認められる方法により公表するものとする。  
 

附則 
（施行期日） 

この業務方法書は、通則法第２８条第１項の規定により厚生労働大臣の認可を受け

た日から施行し、平成１５年１０月１日から適用する。 
 

附則 
（施行期日） 

この業務方法書は、平成２６年４月１日から施行する。 
ただし、第２５条の変更は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行す

る。 


